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吉
原
　
晴
照 

議
員

栁
井
　
真
吾 

議
員

 

議
員

　
　
公
有
休
止
施
設
は
、
水
海
道
地
区
、

石
下
地
区
で
各
何
箇
所
あ
る
か
伺
う
。

 

総
務
部
長

　
　
１
年
以
上
休
止
中
の
施
設
は
、
水

海
道
地
区
７
か
所
、
石
下
地
区
２
か

所
で
あ
る
。

 

議
員

　
　
休
止
施
設
９
か
所
の
中
で
、
再
利

用
や
解
体
等
の
計
画
は
あ
る
の
か
。

 

総
務
部
長

　
　
学
校
プ
ー
ル
は
雨
水
を
貯
水
し
グ

ラ
ウ
ン
ド
へ
の
散
水
に
利
用
し
、
旧

報
徳
銀
行
は
備
品
倉
庫
と
し
て
、
ま

た
民
俗
資
料
館
及
び
青
少
年
の
家
は

歴
史
資
料
の
収
蔵
庫
と
し
て
利
用
し

て
い
る
。
豊
岡
球
場
に
つ
い
て
は
令

和
２
年
度
に
再
整
備
を
す
る
計
画
が

あ
る
が
、
そ
の
他
の
施
設
は
、
現
在

具
体
的
な
計
画
は
な
い
。

 

議
員

　
　
空
き
地
と
な
っ
て
い
る
公
有
地
は

水
海
道
地
区
、
石
下
地
区
で
各
何
区

画
あ
る
か
伺
う
。

 

総
務
部
長

　
　
水
海
道
地
区
58
区
画
、
石
下
地
区

17
区
画
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
売
却

可
能
な
公
有
地
は
８
区
画
あ
る
。

 

議
員

　
　
休
止
施
設
や
空
き
地
に
対
す
る
、

今
後
の
計
画
を
伺
う
。

 

資
産
管
理
課
長

　
　
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
に
基

づ
き
、
公
共
施
設
等
運
用
戦
略
会
議

を
組
織
し
、
今
年
６
月
に
会
議
の
設

置
要
綱
を
定
め
運
用
を
開
始
し
、
こ

れ
ま
で
に
５
件
の
検
討
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
目
標
達
成
に
向
け
審
議
を

進
め
て
い
き
た
い
。

 

議
員

　
　
公
共
施
設
管
理
は
重
要
事
項
で
あ

り
、
休
止
施
設
は
現
在
管
轄
し
て
い

る
部
署
か
ら
資
産
管
理
課
で
一
元
管

理
す
べ
き
と
提
案
す
る
。
ま
た
、
資

産
管
理
課
は
管
理
だ
け
で
な
く
運
用

も
行
う
こ
と
で
迅
速
化
及
び
見
え
る

化
が
図
ら
れ
る
と
考
え
る
が
市
の
考

え
を
伺
う
。

 

市
長

　
　
資
産
管
理
課
で
一
元
管
理
が
で
き

る
配
属
を
し
、
包
括
管
理
も
進
め
て

い
る
。
管
理
だ
け
で
な
く
、
有
効
活

用
で
き
る
経
営
手
法
も
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
い
き
た
い
。

動 画

 

議
員

　
　
市
内
小
・
中
学
校
に
お
け
る
問
題

発
生
の
現
状
及
び
問
題
発
生
時
の
教

職
員
の
相
談
体
制
に
つ
い
て
問
う
。

 

教
育
委
員
会
教
育
長

　
　
問
題
発
生
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

い
じ
め
問
題
、
不
登
校
、
虐
待
事
案

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
問
題
に
対
し
、
市
教
育
委
員
会
と

各
学
校
と
の
情
報
共
有
や
連
携
を
図

り
対
応
し
て
い
る
。
事
案
に
よ
り
、

児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
医
療

機
関
、
警
察
、
あ
る
い
は
市
の
顧
問

弁
護
士
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
依
頼
し
、

各
関
係
機
関
と
連
携
体
制
を
と
っ
て

い
る
。

 

議
員

　
　
教
育
現
場
に
お
け
る
専
門
家
に
よ

る
支
援
の
現
状
及
び
法
的
観
点
か
ら

の
専
門
性
の
必
要
性
に
つ
い
て
問
う
。

 

指
導
課
長

　
　
本
市
で
は
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
を
配
置
し
て
い
る
。
ス
ク
ー
ル

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
関
し
て
は
、
中
学

校
を
拠
点
に
４
人
を
配
置
し
て
い
る
。

中
学
校
に
は
月
２
回
程
度
、
小
学
校

に
は
月
１
回
程
度
派
遣
し
、
児
童
生

徒
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
よ
る
心

の
ケ
ア
、
ま
た
保
護
者
の
心
の
ケ
ア

等
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ク
ー

ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
中
学
校

１
校
に
配
置
し
、
年
間
10
回
程
度
派

遣
し
、
生
徒
の
問
題
の
背
景
に
あ
る

環
境
面
の
改
善
に
向
け
た
働
き
か
け

を
行
っ
て
い
る
。
法
的
観
点
か
ら
の

専
門
家
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
重

大
な
事
案
に
発
展
し
て
か
ら
の
相
談

だ
け
で
は
な
く
、
未
然
防
止
や
初
期

対
応
の
段
階
で
、
専
門
的
な
意
見
や

助
言
を
い
た
だ
け
る
こ
と
が
問
題
の

早
期
対
応
に
つ
な
が
り
、
効
果
的
で

あ
る
と
考
え
る
。

 

議
員

　
　
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
制
度
に
つ
い

て
の
所
見
を
伺
う
。

 

教
育
委
員
会
教
育
長

　
　
児
童
生
徒
、
幼
稚
園
児
も
含
め
、

時
に
は
学
校
の
教
職
員
、
あ
る
い
は

保
護
者
の
様
々
な
問
題
に
対
し
、
法

的
に
も
適
切
に
解
決
に
向
か
う
意
味

で
、
十
分
効
果
が
あ
る
も
の
と
考
え
、

活
用
を
検
討
し
て
い
く
。

動 画

児
童
生
徒
、
園
児
の
た
め
の

活
用
方
法
を
検
討
し
て
い
く

答
弁
答
弁

ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

答
弁
答
弁

公
有
の
休
止
施
設
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
空
き
地
の
状
況
に
つ
い
て

有
効
活
用
の
検
討
及
び
整
備
を

進
め
て
い
く

スクールロイヤー：教育の専門的な知識を持った、学校の法的問題を解決する弁護士。主に、いじめ予防
教育や学校における法的相談への対応、法令に基づく対応の徹底などを行う。

用語
解説


